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福島市前立腺がん検診実施要綱 
 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の２に基づき、前立腺疾患の早期発見及び早

期治療を促進し、市民の健康保持と増進を図ることを目的とする。 

 

 （対象者） 

第２条 検診を受けることができる者は、本市に住民基本台帳法（昭和６２年法律第８１号）の住民基本台帳に登

録を有し、５５歳以上７４歳以下（年齢の算定にあたっては、年度内に対象年齢に達する者を含む。）の者で市

長が別に定めるものとする。 

 

 （実施回数） 

第２条の２ 実施回数は、原則として２年に１回とする。 

 

 （検診方法） 

第３条 検診方法は、個別検診及び集団検診とする。 

 

 （個別検診） 

第４条 個別検診は、市長が一般社団法人福島市医師会（以下「福島市医師会」という。）に委託し、福島市医師会

に登録した前立腺がん検診登録医療機関（以下「実施医療機関」という。）が実施するものとする。 

２ 実施期間及び検診項目は、市長が別に定めるものとする。 

 

 （集団検診） 

第５条 集団検診は、市長が公益財団法人福島県保健衛生協会（以下「保健衛生協会」という。）に委託し、実施す

るものとする。 

２ 実施期間及び検診項目は、市長が別に定めるものとする。 

 

 （個別検診実施報告） 

第６条 個別検診において実施医療機関は、受診者に検診結果を告知すると共に事後指導を行う。 

２ 実施医療機関は、前立腺がん検診結果報告書により市長へ報告しなければならない。 

 

 （集団検診実施報告） 

第７条 集団検診において保健衛生協会は、国民健康保険特定健康診査結果報告書（連名簿）に結果を記載し、

国民健康保険特定健康診査結果通知書（個人通知用）と共に市長へ報告しなければならない。 

２ 市長は前項の報告を受けた時は、検診結果を国民健康保険特定健康診査結果通知書（個人通知用）により速

やかに受診者へ通知するものとする。 

 

 （精度管理） 

第８条 実施医療機関の担当医師は、実施医療機関を対象とした研修会や勉強会に参加し、診断技術の向上と精

度管理に努めなければならない。 

 

 （自己負担金の徴収） 

第９条 検診に係る費用については、市長が別に定めるものとする。 

 （委託料金） 
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第１０条 市長は、福島市医師会及び保健衛生協会と業務委託契約を締結し支払うものとする。 

 

 （事後指導） 

第１１条 福島市医師会及び実施医療機関は、精密検査の対象者に対しては必要に応じ指導するものとし、健康

相談及び健康教育等他の保健事業と関連させ、事後の指導を行うものとする。 

 

（補 則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、前立腺がん検診の実施に必要な項目については、市長が別に定めるも

のとする。 

 

 

 

附 則   この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

   附 則   この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則   この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則   この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 
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福島市前立腺がん検診（個別）実施要領  

 

前立腺がん検診実施要綱に基づく前立腺がん検診（医療機関個別方式）を福島市医師会

に委託し、次の要領により実施する。  

 

１  対象者  

（１）福島市に住民登録を有し、年度内５５歳以上７４歳以下の前年度未受診の者で、職

場等で受診機会のない者とする。実施回数は２年に１回とする。  

（２）上記対象者のうち、下記の者は除く。  

ア  前立腺疾患による治療中の者  

イ  前立腺全摘術後の者  

 

２  実施期間  

実施期間は、毎年６月１日から１０月３１日までとする。  

 

３  検査項目  

問診・ＰＳＡ検査  

 

４  実施医療機関  

検診を行う医療機関は、福島市医師会に登録した実施医療機関とする。なお、実施医

療機関名は、市政だより等で周知するものとする。  

 

５  検診料と自己負担金  

  検診料と自己負担金は別表の通り（消費税含む）とする。ただし、次の者は免除とす

る。  

(1)満７０歳以上の者（検診当日７０歳の者も含む）、または６５歳以上で後期高齢者

医療被保険者  

(2)生活保護世帯の者（本人の申出による）  

(3)市民税非課税世帯の者（自己負担金免除についての「確認証」により確認する）  

別表  

 検診料  自己負担金  

前立腺がん検診（個別）  3,340 円  700 円  

 

６  申込み方法  

 対象者で検診を希望する者は、直接実施医療機関窓口に電話等で申し込みを行う。  
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７  実施方法  

実施医療機関は次により実施する。  

①  
申込みの  

受付  

受診対象者であること及び保険診療にあたらないことを確認し、

受診当日の留意事項・持参物を説明する。  

②  
受診券の  

確認  

受診券シールを回収する。受診券シールがない場合は、受診券番

号の確認、転記をする。  

③  
問診票の  

記入  

様式〔１〕「福島市前立腺がん検診問診票兼結果報告書①②③

（以下「前立腺がん検診結果報告書」という。）」を記入する。

受診券シールは「前立腺がん結果報告書②福島市経由医師会へ」

に貼付し、受診券番号欄には番号を転記する。医療機関コ－ド欄

には、診療報酬明細書と同じ７桁の番号を記入する。  

④  
自己負担金  

の徴収  

自己負担金を徴収し、「前立腺がん検診結果報告書」の下欄「自

己負担金」の１～４の該当番号を○で囲む。免除者の取り扱いに

ついては、実施要領別冊を参照し処理をする。  

⑤  
受診者への  

結果説明  

「前立腺がん結果報告書③受診者へ」により、受診者に速やかに  

検診結果を説明するとともに、事後指導に努める。  

 

８  実施報告  

  実施医療機関は、様式〔２〕「市民検診実施報告書（前立腺がん検診）」を記入のう

え、１か月分の「前立腺がん結果報告書②福島市経由医師会へ」と一緒に翌月１５日ま

で福島市に提出する。  

 

９  精度管理  

 実施医療機関の担当医は、実施医療機関を対象とした研修会や勉強会に参加し、診断技

術の向上と精度管理に努める。  

 

１０  記録の保存  

  問診記録、検診結果は少なくとも５年間保存しなければならない。  

 

１１  その他  

  福島市医師会及び実施医療機関は、要精検者の受診勧奨を行う。また、実施医療機関

は、次により精密検査を実施する。  

①  

精密検査実施医療機関（別紙〔１〕）は、直腸指診、超音波検査、経直腸的音

波ガイド下生検を原則とした、最低６ヶ所（左右各３ヶ所）の系統的生検を行

いうる医療機関とし、医師の判断により、適切な検査を行うものとする。  

②  
精密検査を実施しない医療機関は、精密検査実施医療機関に様式〔３〕「福島

市前立腺がん検診精密検査依頼書」により精密検査を依頼する。  

③  精密検査の費用は、保険診療とする。  

④  
精密 検査 を実 施し た 医療 機関 は、 検査 結 果を 様式 〔３ 〕「 精 密検 査結 果報告

書」により一次医療機関と福島市へ報告すること。  
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附  則  この要領は、平成２９年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、平成３０年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、平成３１年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ２年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ３年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ４年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ５年  ５月  １日より施行する。  



様式〔１〕

－　６　－



様式〔２〕

口座情報に変更がある場合は記入してください。

福島市市民検診登録内容変更届
登録内容について変更のあった部分のみ記入してください。

　　　

令和      年　　　月　　　日

医 療 機 関 名

担 者 名

連 絡 先 電 話 番 号

市民検診実施報告書
前立腺がん検診

　令和        年　　　 　　月分の報告する件数は、下記のとおりです。
なお、「福島市前立腺がん検診結果報告書」を別添のとおり提出いたします。

医 療 機 関 コ ー ド

自己負担(有料)
件　　数

自己負担(無料)
件　　数

件数計

前立腺がん検診　実施件数

検　　診　　項　　目 自己負担(有料)
件　　数

自己負担(無料)
件　　数

件数計

前立腺がん検診　実施件数

検　　診　　項　　目

月分

自己負担(有料)
件　　数

自己負担(無料)
件　　数

件数計

前立腺がん検診　実施件数

検　　診　　項　　目

－　７　－



様式〔3〕

－　8　－



別紙１ 

－ ９ － 
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